
 

                

 

令 和 ８ 年 ４ 月 ８ 日 

                                              帯 広 開 発 建 設 部 

 

令和８年度北海道開発事業費 

（帯広開発建設部実施分）の概要について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度北海道開発事業費（帯広開発建設部実施分）について、別紙のとおりお知らせし

ます。 

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 帯広開発建設部 

 

全  体  広報官    藤井 美穂  電話 0155-24-3193(内線 214) 

河川関係  治水課長   河合  崇  電話 0155-24-4105(内線 291)  

道路関係  道路計画課長 佐々木一靖  電話 0155-24-4106(内線 351) 

農業関係  農業整備課長 山本 泰史  電話 0155-24-3191(内線 281) 
 

帯広開発建設部ホームページ  https://www.hkd.mlit.go.jp/ob/index.html 

https://www.hkd.mlit.go.jp/ob/index.html


（事業費） （単位：百万円）

治 水 8,749

道 路 11,730

都 市 水 環 境 整 備 101

農 業 農 村 整 備 6,977

合 計 27,558

注）１．農業農村整備を除き、工事諸費は含まれていない。 　　

     ２．四捨五入の関係で計と内訳が一致しない場合がある。

令和８年度  帯広開発建設部事業費総括表

事 項 予 算 額 備 考



治水事業・都市水環境整備事業 

 

１ 治水事業の概要 

第９期北海道総合開発計画で位置づけられている「北海道の価値を生み出す北海道型地

域構造～生産空間の維持・発展と強靱な国土づくり」の目標の下、流域で暮らす人々の安

全・安心を確保するとともに、農林水産業、観光等を担う生産空間を支えるため、当部が

所管する十勝川において次のような治水事業を推進します。 

気候変動の影響により激甚化・頻発化する災害に対応するため、あらゆる関係者により

流域全体で行う「流域治水」の取組を加速化・深化させるとともに、国民の生命・財産・

暮らしを守り、魅力あふれる多様な地域・国土を未来に引き継ぐため、「第１次国土強靱化

実施中期計画」に基づく整備を着実に推進していきます。 

また、北海道総合開発計画の下、川の自然環境や景観、水辺の活動、川に関する情報を

効果的に発信するとともに地域と連携して、魅力的な水辺空間の創出、水辺利活用を促進

し、北海道らしい地域づくり・観光振興に貢献する「かわた

びほっかいどう」プロジェクトを推進しています。 

 

 

 

（１）河川改修 

    十勝川流域では、「十勝川水系河川整備計画」に基づき、洪水を安全に流下させる

ことができるよう、河道の掘削、侵食対策などの治水対策を計画的に進めています。 

    なお、河道掘削した土は、堤防整備や水防拠点の基盤盛土のほか、自治体の避難路

整備計画に基づく一時避難場所の造成や農地のかさ上げ等に用いるなど、関係機関と

連携しつつ有効活用を図ります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲河道掘削の状況 

「流域治水」リンク先 

https://www.hkd.mlit.go.jp/ob/tisui/kds/fns6al000000pmio.html 

▲農地への搬入状況 

▲一時避難場所の造成状況 ▲豊頃町大津市街の避難路 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）河川維持修繕・ダム管理 

  堤防・樋門及び十勝ダム、札内川ダムなどの河川管理施設では、施設機能の維持や 

回復のため、巡視、点検、補修、流木処理等により、適切な維持管理を行います。 

また、確実な洪水後期放流、事前放流の実施に向け、札内川ダムの放流能力増強に

ついて、調査・検討を行います。 

伐採予定の立木については公募を行い、企業及び個人の方に伐採及び活用していた

だくことでコスト縮減及び有効利用を図ります。 

河川工事等で発生する伐採木についても、バイオマスエネルギー資源として自治体

との連携、おびひろ動物園でエサとして活用する取組等、利活用しています。 

堤防除草で集草した刈草については、自治体のバイオガスプラントのエネルギー資

源及び堆肥化プラントの材料の一部として有効活用します。 

さらに、河川空間に通信スポットを設置し、安定した高速通信を可能とするスマー 

トリバースポット (SRS）の整備を推進します。この整備により、ドローンによる巡

視・施設点検や建設機械や除草機械の遠隔化・自動化を行い、より高度で効果的な河

川管理を実現します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
▲刈草の有効活用状況（鹿追町） 

刈草ロール

鹿追町環境保全センター

圃 場

電気など

暖房用燃料など

発電

バイオガス

堆肥

バイオガスプラント

堆肥プラント

堤防除草

▲一時避難場所の造成状況 ▲池田町市街の避難路 

▲堤防保護対策の施工状況 ▲河岸保護対策の完成状況 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）砂防・大規模土砂災害への対応 

土砂による災害を未然に防止することを目的とし、土砂・洪水氾濫により札内川流

域や下流市街地等を保全するため、戸蔦別川での砂防堰堤等の整備を推進します。 

また、河道閉塞や火山噴火に起因する土石流等の大規模な土砂災害が急迫した場合

には、緊急調査を行い、土砂災害緊急情報を自治体に通知できるよう危機管理対応の

充実と強化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 戸蔦別川第４号砂防堰堤 

▲ 緊急調査（降灰量調査訓練） 

戸

蔦

別

川 

戸蔦別川 

第４号砂防堰堤 

戸蔦別川 

▲ 札内川ダム ▲ 十勝ダム 

▲河川工事等の伐採木をおびひろ動物園でエサとして活用する取組（帯広市） 



（４）既存ダムの有効活用 

   令和５年３月に十勝川水系河川整備計画を変更し、既存ダムの有効活用による洪水

調節を位置づけました。また「既存ダムの有効活用」については、支川音更川の流量

低減の必要性を踏まえ必要な対策を講じるとしています。 

その有効策である糠平ダム再生事業について、事前放流など既存ストックを最大限

活用する計画を検討した上で、さらなる洪水調節機能の増強が必要な場合には、ダム

の整備について検討を進める「治水機能増強検討調査」を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲糠平ダム                  ▲糠平ダム直下での岩盤地質調査 

 

 

 

２ 都市水環境整備事業の概要 

（１）十勝川水系自然再生事業 

河川が本来有している生物の生息・生育・繁殖環境（湿地環境、水際環境（ワンド

等）、礫河原等）及び多様な河川景観を保全・創出するなど豊かな自然環境が有する多

様な機能を活用した流域治水におけるグリーンインフラの取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲湿地環境の保全・再生のイメージ           ▲水際環境(ワンド)施工中 

 

 

 

 

 

高水敷の地盤切り下げにより、
たまり形成や湿地植生の回復を
図る

流向

たまり
湿地植生

高水敷

 
既存のワンドを拡張 

掘削後、湿地植生の回復を図る 



（２）かわまちづくり（帯広地区・十勝川中流地区） 

十勝川流域では、良好なまちと水辺が融合した空間形成の推進を目的に、「かわまち

づくり支援制度」を活用し、地域の利便性向上や観光振興の促進を図り、地域活性化

を目指します。 

 

  （２）－１ 帯広地区 

   管理用通路整備による連続性の確保や十勝川へのアクセス性の向上に資する河川敷

整備等を行うことにより、河川に隣接する市街地の活性化を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （２）－２ 十勝川中流地区 

   周遊サイクリングコースを軸に、各観光拠点の利便性の向上に資する河川敷整備等

を行うことにより、観光振興を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 共創の取組 

十勝うまかわプロジェクト 

帯広開発建設部と帯広畜産大学は、十勝開拓の歴史と共に歩んできた「馬文化」の継

続と発展に寄与し、河川管理の向上を図るため、札内川で馬を用いた河川管理「河川騎

馬パトロール」の試行実験を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 令和８年度の河川事業 

 

▲ 令和８年度の主な河川事業一覧 

札内川 
河川 巡視！ 



 

 

道 路 事 業 

＜基本方針＞ 
北海道開発については、「第９期北海道総合開発計画」（令和６年３月 12 日閣議決定）において、多

様な主体と「共に北海道の未来を創る」ことをコンセプトに、北海道の強みである「食」、「観光」、「再

生可能エネルギー」のポテンシャルを踏まえ、豊かな北海道を実現し我が国の経済安全保障に貢献する

ことを目指し、北海道の価値を生み出す「生産空間」の維持・発展を図ることとしています。 

道路における具体的な取組としては、「世界を見据えた人流・物流ネットワークの形成」の実現に向

け、農水産物等の輸送を支える高規格道路の整備等を推進します。また、「観光立国を先導する世界トッ

プクラスの観光地域づくり」の実現に向け、道の駅における情報提供の多言語化、シーニックバイウェ

イ北海道、サイクルツーリズム等を推進します。さらに「ゼロカーボン北海道の実現」に向け、道の駅

における急速ＥＶ充電施設の設置等を推進します。 

気候変動により激甚化・頻発化する水災害や巨大地震等の大規模災害、インフラの老朽化の現状等を

踏まえ、「生産空間を守り安全・安心に住み続けられる強靱な国土づくり」の実現に向け、災害時におけ

る代替性確保のための高規格道路整備や基幹的な道路ネットワークの強化、社会経済活動を支える道路

施設の予防保全型のメンテナンスへの転換、i-Snow 等のインフラ分野のＤＸ化による現場の生産性・

効率性の向上を推進します。 

＜主要施策＞ 

１ 北海道型地域構造を支え、世界を見据えた人流・物流ネットワークの形成 

   高規格道路ネットワークの整備 

広域分散型社会を形成している北海道において、食・観光等の基幹産業を支えるとともに、 

国土の強靱性を確保し、地域間の連携強化を図るため、高規格道路ネットワークの整備を推進 

します。 

 

 

  

   

  

   

  

  

  

  

   

    

   

    

  

 

 

 

 

2,923

3,388 3,320
3,549

3,456

3,735

3,494 3,573
3,770 3,846

2,000

3,000

4,000

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

(億円）

北海道横断自動車道 

（足寄～北見） 
L=51.0km 

帯広・広尾自動車道 
（大樹広尾道路） 

L=27.4km 

資料：十勝農業協同組合連合会
▲十勝の農畜産物取扱高の推移 

10 年で約 1.3 倍増加 
（R7 過去最高を更新） 

▲十勝・オホーツク管内の小麦・飼料・生乳輸送の状況
資料：ホクレン帯広支所（小麦）、帯広開発建設部 

〇北海道横断自動車道 足寄～北見 
帯広・広尾自動車道 大樹広尾道路の整備効果 

・食料供給を支える物流の効率性・安全性の向上 

（年度） 



 

 

■電線・電柱の課題例 ■緊急輸送道路における防災性の向上 

■低コスト技術 

２ 激甚化・多様化する災害への対応と安全・安心な社会基盤の形成 

 （１）災害からの迅速な復旧を支える道路交通ネットワークの強靱化 

    地震・津波による被害や社会的影響を最小限に抑えるため、代替性確保のための高規格道路の 

整備や緊急輸送道路上の橋梁の耐震補強、道路斜面や盛土等の防災対策を推進します。 

また、気象変動に伴い激甚化・頻発化する気象災害や、切迫化する千島海溝・日本海溝周辺海 

溝型の大規模地震から地域社会を守り、重要な機能を維持するため、防災・減災・老朽化対策を 

含む国土強靱化の取組を切れ目なく推進します。 

・災害に強い国土幹線道路ネットワークの機能を確保するため、高規格道路のミッシングリンク 

の解消及び高規格道路と代替機能を発揮する直轄国道とのダブルネットワークの強化等を実

施します。 

・橋梁や道路の流失、土砂災害等による道路の通行止めのリスク解消や河川に隣接する道路構造 

 物等の流出防止対策及び法面・盛土対策を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）防災、通行の安全、景観の向上に資する無電柱化の推進 

道路の防災性の向上、安全で快適な歩行空間の確保、良好な景観の形成や観光振興の観点か 

ら実施している電柱の新設抑制及び無電柱化について、低コスト技術等を積極的に導入しつ 

つ、事業のスピードアップを図ります。 

 
 
                             
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

暴風雪による電柱の倒壊 

（大樹町 国道 336 号） 

電柱・電線による景観阻害 

(音更町 国道２４１号) 

道路の防災性の向上（音更町 国道２４１号） 

※整備を完了した箇所から電柱を撤去中 

【浅層埋設】 【角型多条電線管】 

管路

路盤

管路

掘削不要

120cm

６０cm

アスファルト舗装

路盤

従来埋設 

凍結深さを考慮した 
浅層埋設のイメージ 

浅層埋設 

角型多条電線管のイメージ 
（国土交通省 HP より） 

安価で弾性があり軽量な管種の採
用で施工性改善とコスト低減 

従来よりも浅い位置に管路を埋設 
することで掘削量や仮設材を削減 

法面・盛土の防災対策 

（国道２４１号 足寄町） 
橋梁の耐震補強 

（国道２３６号 芽室町） 

整備前 

整備後 



 

 

国道の通行規制情報や、災害情報
をＳＮＳで情報提供。 

道路情報 
Web ページ 

（３）社会経済活動を支える道路施設のインフラ老朽化対策 

道路施設が有する機能を長期にわたって適切に確保するため、各施設に応じた点検及び計画

的・効率的な維持管理を図り、適切な老朽化対策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）冬期交通の確保 

冬期の安全・安心を確保するため、冬期災害に備え、代替性確保のための高規格道路等の整備、 

国道における防雪対策、防災訓練や住民の意識啓発等を推進します 。また、大雪・暴風雪時の 

取組として、情報発信の強化、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ（緊急災害対策派遣隊：リエゾン注）を含む） 

の派遣による自治体支援など、円滑かつ迅速に、きめ細やかに実施します 。 

（注：重大な災害の発生または発生のおそれがある場合に情報収集等を目的として地方公共団体へ派遣する職員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇事後保全から予防保全への転換に向け、ドローン等新技術の活用による点検の高度化・効

率化や施設の集約・再編等のインフラストックの適正化等により、戦略的なインフラ老朽

化対策を推進するとともに、人材育成や技術支援を推進します。 

ドローンによる橋梁の点検状況 
（国道２４２号 深雪跨線橋） 

橋梁補修状況 
（国道２７３号 コマクサ橋） 

■道路除雪実施状況 ■防災訓練 ■情報提供の充実 

■自治体除排雪への支援 
 

■防雪対策状況 

 

（札幌市）  
（国道２７４号 鹿追町）  

自治体除排雪支援 

災害を想定した道路啓開訓練 除雪作業 

防雪柵設置 

（国道２３６号 広尾町）  （足寄道路事務所）  



 

 

（５）安全・安心な移動環境の確保 

事故多発区間での事故データを用いた分析やビッグデータを活用した潜在的危険区間の分析

により、事故の危険性が高い区間を抽出して重点的な対策を実施する「事故ゼロプラン」※を推

進します。また、生活道路における速度抑制や通過交通の進入抑制を図る面的対策の検討におい

て、ＥＴＣ２.０プローブデータを活用した分析により自治体を支援し、安全・安心な道路空間の

整備を推進します。  

※事故ゼロプラン：交通事故の危険性が高い区間である「事故危険区間」の交通事故対策の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）「道の駅」の防災拠点化 

近年、激甚化・頻発化する自然災害に備え、各地で広域的な復旧・復興活動の拠点整備が進めら 

れており、地域防災計画に位置付けられた「道の駅」において、地域の防災力向上に資する防災拠 

点の整備や機能向上を図っています。令和７年５月には地域防災計画等で広域的な防災拠点に位置 

付けられている道の駅のうち、管内では「忠類（幕別町）」が「防災道の駅」に選定され、更なる防 

災機能強化に向けて、BCP に基づく防災訓練等について重点的に支援していきます。 

【子供の移動経路における対策事例】 

■対策事例 
【ビッグデータの活用事例】 

急ブレーキが多発する

潜在的危険区間を発見 

【追突事故対策：交差点改良】 

カーブ区間に

防護柵の設置 

通学路の交通安全対策：防護柵 
（国道２４２号 陸別町字陸別東３条１丁目） 

車線の明確化による事故対策 
（国道３８号 帯広市西７条） 

防災訓練（防災倉庫説明） 防災資機材庫 防災訓練（防災トイレ設営） 
道の駅「忠類」 道の駅「おとふけ」 道の駅「オーロラタウン９３りくべつ」 



 

 

シーニックバイウェイ北海道の概要 

３ 観光立国を先導する世界トップクラスの観光地域づくり 

＜「シーニックバイウェイ北海道」の推進＞ 
シーニックバイウェイ北海道は、地域と行政が連携し、美しい景観づくり、活力ある地域づく 

  り、魅力ある観光空間づくりを行う取組です。平成１７年度より開始し、現在、十勝管内には３ 
つの指定ルートがあり１３３団体が活動しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜サイクルツーリズムの推進＞ 
世界水準のサイクルツーリズム環境の実現に向け、安全で快適な自転車走行環境の整備やサイク    

リストの受入環境の充実、情報発信の取組を推進します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

○受入環境の改善 

○情報発信 

○北海道の基幹ルート（令和８年３月時点） 
サイクルツーリズムの推進 

https://www.youtube.com/@%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%9

○自転車走行環境の改善 
▼路面表示設置による安全対策 

（帯広市内）

 

▼緊急サポート体制の強化 

（パトロール車へ工具搭載） 

https://www.ctjguide.com/ 

▼トカプチ４００公式 HP 

 

●サイクルツーリズムの推進 

「トカプチ 400（ナショナルサイクルート※）」 
「トカプチ４００」が日本を代表し、世界に誇りうるサイクリングルートとしてナショナ

ルサイクルルートに指定（令和 3 年 5 月 31 日）されたことを受け、世界水準のサイクルツ

ーリズム環境の実現に向け、地域や道路管理者等が連携し、安全で快適な自転車走行環境の

整備、サイクリストの受入環境の充実及び情報発信等の取組を一層推進します。 
※:ナショナルサイクルルート制度は、優れた観光資源を走行環境や休憩・宿泊機能、情報発信など様々な取組を 

連携させたサイクルツーリズムの推進により、日本における新たな観光価値を創造し、地域の創生を図るため、 

ソフト・ハード両面から一定の水準を満たすルートを国が指定することで、日本を代表し、世界に誇りうるサイ 

クリングルートとして国内外にＰＲを行い、サイクルツーリズムを強力に推進していくものです。 ▲「トカプチ 400」走行風景 浦幌町 

                       

 
 
 

●地域ルートの認定 
「トカプチ４００」周辺エリアの地域資源への立ち寄りを促し、初心者

でも気軽に「トカプチ４００」や十勝のサイクルツーリズムを楽しんでい

ただくことを目的とした「地域ルート制度」を運用しています。現在 10

の地域ルートを認定しています。(令和８年 3 月時点)                   

 

○地域の活動団体がお薦めする魅力ある景観等を有する

道路を認定し、景観の維持・形成や誘客に向けた広報等

を重点的に実施します。十勝管内では十勝平野・山麓ル

ート「樹海に佇む天空の道」(国道 273 号 三国峠)が認

定されており、多様な関係主体の連携のもと、道路を地

域の観光資源として活用することにより、北海道のドラ

イブ観光をより一層促進します。 

国道２７３号 三国峠（松見大橋） 
詳しくは秀逸な道ＨＰをご覧ください。https://sbw-roads.sakura.ne.jp/ 

▼トカプチ４００ＰＲ動画 

▼初中級者の受入に向

けたセクション分けの

取組 

国道２７３号 三国峠（秀逸な道 現地看板） 詳しくはシーニックバイウェイ北海道推進協議会 HP をご覧ください。 

https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/kn/dou_kei/ud49g7000000n0ut.html 

▲「MEM CORN ROAD」芽室町 ▲地域ルートはこちら 



 

 

４ 多様で豊かな地域社会の形成 

 

地方部の「生産空間」を支える都市機能・生活機能の維持・確保を図るため、日常的な生活サービ 

ス機能を「道の駅」に集約するなど、地域の拠点づくりを支援していきます。「道の駅」の交通結節点 

化など、地域の拠点化に向けた多様な取組を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポケトークでの対応状況 急速ＥＶ充電施設の設置 多言語対応案内所 

○ 「道の駅」における子育て環境の創出 

子育て応援自動販売機 

道の駅「おとふけ」 

授乳室の整備 

道の駅「なかさつない」 

○「道の駅」における情報提供の多言語化 

屋根付き駐車スペース 

道の駅「ピア２１しほろ」 

○「生産空間」の維持・発展に資する「道の駅」の機能強化 

○「道の駅」の急速ＥＶ充電施設 

自動翻訳機での対応状況 

道の駅「おとふけ」 
多言語対応案内所 

道の駅「おとふけ」 

急速 EV 充電施設の設置 

道の駅「なかさつない」 



 

 

【令和８年度 主な道路事業箇所】 

 

 

 

 路線・地区名 主　要　事　業

　　　　北海道横断自動車道 足寄～北見

大樹広尾道路（忠類大樹～豊似）

大樹広尾道路（豊似～広尾）

国道38号 鎮橋架替

国道38号ほか 橋梁補修、トンネル補修ほか

国道236号 野塚防災

　　　　国道236号ほか 橋梁耐震補強ほか

国道38号
本通11丁目交差点改良（令和8年度新規事業化）
豊頃旭町交差点改良（令和8年度新規事業化）

国道241号

士幌路肩改良
音更大通6丁目交差点改良
（電線共同溝含む）
音更大通8丁目交差点改良
（電線共同溝含む）

国道336号 共栄路肩改良

国道241号 中士幌防雪対策

 冬期交通の確保

 広域分散型社会を支える高規格道路ネットワークの整備

　　　　国道236号

 道路施設の老朽化対策

 防災対策・震災対策

 交通安全対策

E61

E60

E60



農業農村整備事業

十勝管内では、明治16年の民間開拓移民団の入植以降、近代技術の導入や排水改良等
の基盤整備が計画的に進められ、現在では、約24万haという広大な土地資源（耕地）を
活かした大規模な畑作・酪農経営が展開されています。
一方で近年は、経営規模の拡大に伴う労働力不足や降雨形態の変化に伴う湛水被害、干

ばつ被害に加え、土地改良施設の老朽化といった緊急性の高い課題への適切な対応が求め
られています。これら課題に向き合いながら農業農村整備事業を着実に進めることで、本
地域農業の振興を図っていきます。

＜事業の概要＞

整備中の排水機場（新川二期地区）整備中の用水路（芽室川西地区）

○国営かんがい排水事業
農業用水の安定供給や施設の維持管理費の軽減を図るため、ダム、用水路及び排水路
の整備を行い、農業の生産性の向上を図ります。

○直轄明渠排水事業
農地の湛水被害の解消や維持管理費の軽減を図るため、排水路及び排水機場の整備を

行い、農業の生産性の向上を図ります。


